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公   募 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ３日 

 

 

海上保安庁海洋情報部 

大洋調査課長 吉田 剛 

 

次のとおり、参加者を公募する。 

 

１．公募の概要 

本案件は、海上保安庁（以下「当庁」という。）が調達を行う「令和７年度自律型潜

水調査機器調査データ処理作業」について契約を希望する者を公募するものである。 

参加を希望する者は、下記４.に記載の書類を提出し、本案件を受注するために必要

な要件を満たしているか否かの審査を受け、同意を得た場合には本案件の調達に関し

て参加が可能となる。 

 

２．案件の概要等 

（１）件  名 

   令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業 

（２）業務の概要 

本調査データ処理作業は、当庁が自律型潜水調査機器を使用して海域で取得した

スワス音響測深機、サイドスキャンソナー、サブボトムプロファイラー、電気伝導度

温度深度計(CTD)の各種調査データを解析・処理し、各成果図及び報告書を作成する

ものである。 

（３）納入期限 

令和８年３月３０日（月） 

 

３．参加要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び７１条の規定 に

該当しない者であること。 

（２）当該部局長から指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

（３）令和０７・０８・０９年度競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の

提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ関東甲信越地域の競争参加資格を有

している者であること。 

（４）秘密の保全に関する規約等により体制が整っていること。 



2 

 

（５）情報保全に係る履行体制の確保が図れること。 

（６）品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件を満たすこと。 

（７）経営状況や信用度が極度に悪化していないと認められる者。 

（６）技術審査基準に基づく審査に合格している者であること。 

 

４．応募要領 

本件調達に参加を希望する者は、以下の提出書類を令和８年１月１４日（水）まで

に担当課に提出すること。 

また、下記５.の期間に下記６.において配布する「令和７年度自律型潜水調査機器

調査データ処理作業技術審査要領」に基づいた資料を提出すること。 

提出書類 

 （１）参加申込書（別紙１） 

（２）令和０７・０８・０９年度競争参加資格（全省庁統一資格）の写し 

（３）「秘密の保全に関する措置」及び「情報保全に係る履行体制の確保」に係る 

資料 

ア 誓約書（別紙２） 

イ 以下の内容を記した秘密の保全に関する規約等又はその写し 

   （ア）秘密とする事項の指定状況 

   （イ）秘密保全管理責任者の選任状況 

   （ウ）仕様書等の図書の保管状況 

   （エ）仕様書等の図書を複製する際の措置 

   （オ）仕様書等の図書及びその複製の返納又は廃棄処分 

   （カ）事故発生時の報告要領 

ウ 情報保全に係る履行体制に関する資料（別紙３参照） 

エ 再委託を予定している場合は、以下の書類も併せて提出すること 

（ア）再委託先からの情報保全に係る履行体制に関する誓約書（別紙４） 

（イ）再委託先における秘密の保全に関する規約又はその写し 

 （４）「令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業技術審査要領」に基づいた

資料 

 

５．資料配布期間 

  令和７年１２月２３日（火）から令和８年１月１４日（水）１７時までの間 

 

６．問い合わせ先及び技術審査資料の配布、提出場所（担当課） 

  〒100-8932 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

  海上保安庁海洋情報部大洋調査課（担当：並木、石川、坂本） 

  電話（03）3595－3608 内線 2950、2951、2952 
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７．見積り合わせ予定日 

  令和８年２月５日（木） 

 

８．その他  

（１）合否の決定 

   令和８年１月２８日（水）までに文書により通知する。 

（２）手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

（３）当該調達は、「令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業技術審査要領」

に基づく技術審査基準を満たす必要がある調達である。なおかつ、「予算決算及び会

計令第９９条第１号」に基づき「国の行為を秘密にする必要がある」として契約を

行うものであり、情報の保全を図ることが必要な調達である。そのため、本仕様書

はこの公募により応募した者のうち、海上保安庁海洋情報部大洋調査課長の同意を

得た者にのみ配布する。 
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別紙１ 

 

令和  年  月  日 

 

海上保安庁海洋情報部大洋調査課長 殿 

 

法人住所                

         法人名                 

        代表者氏名             印 

 

 

参 加 申 込 書 

 

１．件名 

  令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業 

 

２．提出資料 

（１）令和０７・０８・０９年度競争参加資格（全省庁統一資格）の写し 

「秘密の保全に関する措置」及び「情報保全に係る履行体制の確保」に係る資料 

（２）誓約書（別紙２） 

（３）秘密の保全に関する規約等又はその写し 

（４）情報保全に係る履行体制に関する資料（別紙３参照） 

（５）再委託先からの情報保全に係る履行体制に関する誓約書（別紙４） 

（６）再委託先における 秘密の保全に関する規約又はその写し 

（７）「令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業技術審査要領」に基づいた資料 

 

３．連絡員の氏名及び連絡先 
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別紙２ 

誓 約 書 

 貴庁からご案内いただきました「令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業」に係る
「秘密の保全に関する措置」及び「情報保全に係る履行体制の確保」について、次のとおり誓約
します。 

記 

１「秘密の保全に関する措置」について 
⑴ 仕様書等図書の記載内容について、複写、転記、引用、配布、掲示及び処分など情報漏
洩に関する一切を禁止します。ただし、本調達に関する提出書類等に盛り込む場合は例外
とし、印刷、製本等の過程においても守秘管理を徹底します。 

⑵ 当該仕様書等図書を受領した者は、返却までの間、施錠できる場所にて適正な守秘管理
を誠実に実施します。 

⑶ 開札後、落札者以外は当該仕様書等図書を受領した担当官あて返却します。 
⑷ 落札者は、履行終了後に３項にならい返却します。 
⑸ 本契約により作成する完成図書の取扱についても１項の禁止事項を準用します。 
⑹ 当社の本件にかかる情報管理責任者は、別添「情報取扱者名簿」に定めます。 

 
２「情報保全に係る履行体制の確保」について 
⑴ 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある情報取扱者以外に伝
達又は漏洩されないことを保証します。 

⑵ 海上保安庁海洋情報部大洋調査課長（以下、担当原課長）が同意した場合を除き、参加
者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサル
タントその他の参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切
の参加者以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していま
す。 

⑶ 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示する必要が発生
した場合、担当原課長へ報告するとともに、担当原課長の許可が得られなければ、いかな
る場合においても、情報を開示しません。 

  また、必要資料の提出指示があれば、その指示に従います。 
⑷ 本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱
い（返却・削除等）については、担当原課長の指示に従います。 
なお、海上保安庁との契約にかかる関係書類については適切に保管するものとします。 

⑸ 本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐
れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ち
に担当原課長へ報告するものとします。 
なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、海上保安庁が

行う報告徴収や調査に応じます。 

 

 

海上保安庁海洋情報部大洋調査課長 殿 

 

 

令和  年  月  日 

会 社 名                  

職   名                  

                代表者氏名                印  
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別紙３ 

 

情報保全に係る履行体制に関する資料 

① 情報取扱者名簿 ※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 

 氏名 住所 生年月日 所属部署 役職 

情報管理責任者

（※１） 

Ａ      

情報取扱管理者

（※２） 

Ｂ      

Ｃ      

業務従事者 

（※３） 

Ｄ      

Ｅ      

（※１）本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。 

（※２）本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。 

 

② 情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること。 

 

 

③ その他 

・情報管理規則等の内規を有している場合で上記例を満たす情報については、当該内規

の添付で代用可能。 

・情報管理規則等の内規があれば別途添付すること。 

・必要に応じ、本紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。 

 

 

 

 

情報取扱者 

情報管理責任者 

情報取扱管理者 

業務従事者 

Ａ 

Ｂ（進捗状況管理） 

 

Ｄ 

Ｃ（経費情報管理） 

 

Ｅ 
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別紙４ 

 

情報保全に係る履行体制に関する誓約書 

 

 貴庁から○○社へご案内いただいている「令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業」に係る保

護すべき情報の取扱いにつきましては下記事項を遵守し、情報保全に万全を期すことを誓約します。 

記 

１．本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある情報取扱者以外に伝達又は漏洩され

ないことを保証します。 

２．海上保安庁海洋情報部大洋調査課長（以下、担当原課長）が同意した場合を除き、参加者に係る親会社、

地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の参加者に対して指

導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の参加者以外の者に対して伝達又は漏洩されない

ことを保証する履行体制を有しています。 

３．本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示する必要が発生した場合、担当

原課長へ報告するとともに、担当原課長の許可が得られなければ、いかなる場合においても、情報を開示

しません。 

また、必要資料の提出指示があれば、その指示に従います。 

４．本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い（返却・削除

等）については、担当原課長の指示に従います。 

なお、海上保安庁との契約にかかる関係書類については適切に保管するものとします。 

５．本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場

合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当原課長へ報告するものと

します。 

なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、海上保安庁が行う報告徴収

や調査に応じます。 

 

 

海上保安庁海洋情報部大洋調査課長 殿 

 

令和  年  月  日 

                 会 社 名 

                 職   名 

                 代表者氏名                印 

 



 

令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業技術審査要領 

 

標記に係る技術審査は、この要領に定めるところによる。 

 

１．技術審査項目 

技術審査の項目は、別表の審査項目の欄に掲げるとおりとする。 

 

２．技術審査基準 

技術審査の基準は、別表の審査基準の欄に掲げるとおりとする。 

 

３．技術審査に使用する資料 

技術審査を受けようとする者は、別表の提出資料の欄に掲げる事項に関す

る技術審査資料を別紙「令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業

の技術審査願」に添付して提出するものとする。 

 

４．技術審査資料の提出場所等 

  (１)提出場所 

〒100-8932 

東京都千代田区霞が関３丁目１番１号 

海上保安庁海洋情報部大洋調査課 

TEL:03-3595-3608（直通） 

（２）技術審査資料の提出期限 令和８年１月１４日 １７時００分 

（３）技術審査の担当官から技術審査資料について説明及び追加資料の提出

を求められた場合には、これに応じなければならない。 

 

５．技術審査結果 

技術審査は、別表の審査項目の欄に掲げる項目ごとに実施し、一項目でも

基準に適合しない項目があると認められる場合は、技術審査に適合しないも

のとする。 

 

６．技術審査結果の通知 

技術審査の結果は、令和８年１月２１日までに、技術審査資料に記載され

た連絡先に通知する。 

 

７．異議の申立 

技術審査の結果について異議がある場合には、令和８年１月２６日１７時



 

００分まで、書面又は電話で４．（１）の提出場所に申し立てなければならな

い。ただし、審査の段階で技術審査担当官が求めた説明又は追加資料の提出

に書面又は電子メールにより技術審査担当官が指定した刻限までに答えてい

ない場合には異議を申し立てることはできない。 





 

令 和 ７ 年 度 

庁 契 第 １ ２ ８ ０号 
 
 
 
 
 
 
 
 

  請負契約書（役務）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



請 負 契 約 書 （ 役 務 ） 

 

１ 契 約 件 名  令和７年度自律型潜水調査機器調査データ処理作業 

 

２ 契 約 金 額  金 円 

     うち取引に係る消費税額及び地方消費税額  金 円                           

       

 

３ 引 渡 期 限  令和８年３月３０日 

   

４ 引 渡 場 所  仕様書のとおり 

 

５ 契 約 保 証 金  免除 

 

 

上記請負作業について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 澤井 俊 は、 

受注者  と、次の条件により請負契約を締結する。 

 

 

 

（総  則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の仕事を完成し、引渡期限までにこれを引渡場所において発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対

し、受注者に請負代金を支払うものとする。 

 



（仕様書の解釈等） 

第２条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他

軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員（以下「監督職員」という。）の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内

をもって行うものとする。 

 

（監督職員） 

第３条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 

２ 受注者は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 

３ 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるもの

とする。 

４ 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等）  
第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場 
合は、この限りでない。  

 

（一括再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 

 

（再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務） 

第６条 受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじ

め再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なけ

ればならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 



２ 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、

会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 

３ 受注者は、第１項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な

業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方（次条「再委託受託者」という。）の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面

（以下「履行体制に関する書面」という。）を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とす

る。 

４ 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

５ 第１項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 

 

（再委託受託者に対する監督） 

第７条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 

２ 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 

 

（代理人等に関する措置要求） 

第８条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人（下請負人は代理人とみなす。以下同じ。）、主任技術者、使用人又は労務者等でこの

契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

 

（貸与品） 

第９条 発注者は、仕様書に記載する貸与品を発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。この場合において、受注者は、貸与品の交付を受

けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。 

２ 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで、貸与品が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となった

ときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。 

３ 受注者は、貸与品を仕様書に基づいて使用し、作業の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした

書類を作成し、監督職員（監督職員不在の場合は検査職員）の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、こ

れを発注者に返還しなければならない。 



 

（納入期限の変更等） 

第１０条 発注者は、その都合により納入期間又は納入場所を変更することができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

（納入の通知及び検査） 

第１１条 受注者は、成果品を納入するときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。 

２ 発注者は、前項の納入通知を受けたときは、納入場所において、検査を行うものとする。 

３ 発注者は、第１項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、仕様書等に指定した方法その

他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 

４ 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 

 

（成果品の引渡） 

第１２条 受注者は、成果品が前条の検査に合格したときは、これを発注者に引き渡すものとする。 

２ 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。 

 

第１３条 発注者は、成果品の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡し受けることができるものとする。 

２ 前２条の規定は、前項の検査及び引渡について準用する。 

 

（成果品の転用） 

第１４条 受注者は、頭書の作業で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。 

 

（請負代金の支払） 

第１５条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理してから３０日以内（以下「約定期間」という。）に海上保安庁において、

その代金を支払うものとする。 



２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受

注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、

約定期間に算出しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の

提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

                          

（遅延利息） 

第１６条 発注者は、約定期間内に代金の支払をしないときは、受注者に対し遅延利息を支払なければならない。 

２ 遅延利息の額は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞し

た日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとす

る。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円末満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円末満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前３項の例

に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（引渡期限の延伸） 

第１７条 受注者は、引渡期限までに成果品を引き渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完了可能期日を明示して、発注者に引渡期

限の承認を求めなければならない。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅延が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１８条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、請負金額の年３パーセン

トとする。ただし、請負金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 



 

（危険負担） 

第１９条 成果品の所有権が移転する以前に生じた成果品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発

注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。 

 

（契約不適合責任） 

第２０条 受注者は、成果品の所有権移転後１年以内に、その成果品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければ

ならない。また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 
 
（契約の解除） 
第２１条 下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

  （１） 受注者から解除の申出があったとき。 

  （２） 受注者が第４条、第５条及び第６条の規定に違反したとき。 

  （３） 前号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

  （４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若

しくは監督を妨げようとしたとき。 

  （５） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第４号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければ

ならない。ただし、第１号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 
   （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 



   （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 
   （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしたと認められるとき。 
   （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 
   （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 
   （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき 
   （７） 受注者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除

く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 
４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 
 

第２２条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に

損害が生じ解約後３０日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２３条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対

して有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指

定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、違約金等が

１，０００円末満の場合は、この限りではない。 

 



３ 第１６条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」、第３項中「１００円」とあるのは、「１円」と読み替えるものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２４条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更が

あった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89

条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２５条 本作業により知得した成果品の内容、情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。 



 

（契約外の事項） 

第２６条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者・受注者協議して定めるものとする。 

 以上契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者受注者各１通を保有する。 

 

 

令和８年  月  日 

 

 

住    所 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

             発注者 

氏    名  支出負担行為担当官 

海上保安庁総務部長 澤井 俊 

 

住    所  

             受注者           

氏    名  

 
 


